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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

1 1.1.1.4  1-2 ①第１バルブ 条例規程第 7 条第 1 項第 6 号の規定

により、配水管又は他の給水管への取付口に最も近い

宅地内に設置される止水栓又は仕切弁をいう。 

②中間バルブ 条例規程第 7 条第 1 項第 7 号の規定

により、配水管又は他の給水管への取付口と第１バル

ブとの間に、設置される止水栓又は仕切弁をいう。（局

が必要と認める場合に限る） 

③特別な直結給水方式 ３階直結直圧式、直結増圧式

及び特例直結直圧式をいう。 

④道路 公道及び私道をいう。 

 

①第１バルブ 条例規程第 7 条第 1 項第 6 号の規定

により、配水管又は他の給水管への取付口に最も近

い宅地内に設置される止水栓又は仕切弁をいう。 

②特別な直結給水方式 ３階直結直圧式、直結増圧

式及び特例直結直圧式をいう。 

③道路 公道及び私道をいう。 

 

水道条例施行規程の改正に伴

い、中間バルブの項目が追記さ

れたことにより、施行指針に追

記しました。 

1 1.5.1.2 ⑦ 1-24 ⑦所定の位置に第１バルブが設置されていること。ま

た、局が必要と認める場合は、中間バルブを設置する

こと。 

⑦所定の位置に第１バルブが設置されていること。 水道条例施行規程の改正に伴

い、中間バルブの項目が追記さ

れたことにより、施行指針に追

記しました。 

2 2.3.1.1 3） 2-6 設計水圧等調査の結果は、設計水圧等通知書〔条例

規程第 7号様式〕により、依頼した者に通知する。 

e-KAWASAKI で申請した場合は、e-KAWASAKI 内で結果

を通知する〔条例規程第 11 条第 2 項、切替要領第 3

条第 2 項〕なお、e-KAWASAKI で申請した通知書には

写しマークが記されているが、給水装置工事申込の添

付する書類として使用できる。 

 

設計水圧等調査の結果は、設計水圧等通知書〔条例

規程第 7号様式〕により、依頼した者に通知する。

なお、e-KAWASAKI で申請した場合は、e-KAWASAKI

内で結果を通知する〔条例規程第 11条第 2項、切

替要領第 3条第 2項〕 

写しマークが記されていること

から、給水装置工事申込時に使

用できないのかと問い合わせが

あったことから、文言を追記し

ました。 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

2 2.3.1.2 2) 2-7 給水設計計画に関する事前協議をするときは、表2-

4 に示す書類をサービスセンターに提出する。 

また、給水設計計画書に関する事前協議について、

e-KAWASAKI で申請ができる。表 2-4 の 1、給水設計計

画書の内容を e-KAWASAKI で入力し、2～7の書類は電

子データで e-KAWASAKI 内に添付すること。 

給水設計計画に関する事前協議をするときは、表

2-4 に示す書類をサービスセンターに提出する。 

また、給水設計計画書に関する事前協議について、

川崎市簡易版電子申請サービス（LoGo フォーム）（以

下、「LoGo フォーム」とする）で申請ができる。表 2-

4 の 1、給水設計計画書の内容を LoGo フォームで入

力し、2～7の書類は電子データで LoGo フォーム内に

添付すること。 

給水設計計画について、 

e-KAWASAKI に移行するた

め、文言の整理を行いました。 

2 2.3.1.2 3) 2-7 局内の検討結果を、給水設計計画に関する回答書に

より申請者に通知する。 

給水装置工事の申請をするときは、給水装置工事施

行承認申込書に給水設計計画に関する回答書の写し

を添付すること。 

なお、e-KAWASAKI で申請した場合は、e-KAWASAKI 内

で事前協議書の回答書を通知する。 

局内の検討結果を、給水設計計画に関する回答書

により申請者に通知する。 

給水装置工事の申請をするときは、給水装置工事

施行承認申込書に給水設計計画に関する回答書の写

しを添付すること。 

なお、LoGo フォームで申請した場合は、事前協議

書の回答書は電子メールにて通知する。 

給水設計計画について、 

e-KAWASAKI に移行するた

め、文言の整理を行いました。 

2 2.3.1.3 3) 2-8 開発行為又は建築行為による協議の申込みの際は、

それぞれ表 2-7 に示す書類を提出すること。 

また、開発行為等に関する事前協議（都計法第 32

条）に関する事前協議について、e-KAWASAKI で申請

ができる。表 2-7の 1、開発行為等に関する事前協

議（都計法第 32条）の内容を e-KAWASAKI で入力

し、4～9の書類は電子データで e-KAWASAKI 内に添

付すること。 

開発行為又は建築行為による協議の申込みの際

は、それぞれ表 2-7 に示す書類を提出すること。 

また、開発行為等に関する事前協議（都計法第 32

条）に関する事前協議について、LoGo フォームで

申請ができる。表 2-7 の 1、開発行為等に関する事

前協議（都計法第 32条）の内容を LoGo フォームで

入力し、4～9の書類は電子データで LoGo フォーム

内に添付すること。 

開発行為又は建築行為による協

議について、 e-KAWASAKI に

移行するため、文言の整理を行

いました。 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

2 2.3.1.3 表 2-7 2-9 別紙１参照 別紙１参照 まちづくり調整課は、電子申請

で協議書を受付していることか

ら受付書の発行となるため、文

言の整理を行いました。 

 

 

2 2.3.1.3 5) 2-9 協議の結果は、都市計画法による協議の同意書をも

って、開発等の事業者に対して回答を行う。また、

給水装置工事を申請するときは、開発行為等に関す

る回答書の写しを添付すること。なお、e-KAWASAKI

で申請した場合は、e-KAWASAKI 内で事前協議書の回

答書を通知する。 

協議の結果は、都市計画法による協議の同意書をも

って、開発等の事業者に対して回答を行う。また、

給水装置工事を申請するときは、開発行為等に関す

る回答書の写しを添付すること。なお、LoGo フォー

ムで申請した場合は、事前協議書の回答書は電子メ

ールにて通知する。 

開発行為又は建築行為による協

議について、 e-KAWASAKI に

移行するため、文言の修正を行

いました。 

 

 

 

 

2 2.3.2.4 1) 2-13 特別な直結給水方式による場合には、工事の申込み

の際に、次の書類を提出する必要がある（直結要領第

4条）。 

③給水方式を特例直結直圧式とする給水装置工事の

うち、表 2-8 に該当する工事は水理計算書。 

④口径 75mm の特別な直結給水方式の場合、給水設計

計画の写し 

特別な直結給水方式による場合には、工事の申込

みの際に、次の書類を提出する必要がある（直結要

領第 4条）。 

③給水方式を特例直結直圧式とする給水装置工事の

うち、表 2-8 に該当する工事は水理計算書。 

 

直結給水の範囲拡大に関する取

扱要領の改正に伴い、口径 75

ｍｍの特別な給水方式に給水 

設計計画の事前協議が必要なた

め、文言を追記しました。 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

2 2.3.4.2  2-16 ①平日（昼間）施工の場合は、休日を数えないで確認

希望日の２日前（ＦＡＸ、e-KAWASAKI を用いて送信す

る場合は当該期日の１６時まで） 

②夜間施工又は休日施工の場合は、局と協議の上、休

日を数えないで確認希望日の５日前（ＦＡＸ、e-

KAWASAKI を用いて送信する場合は当該期日の１６時

まで） 

①平日（昼間）施工の場合は、休日を数えないで確認

希望日の２日前（ＦＡＸを用いて送信する場合は当

該期日の１６時まで） 

②夜間施工又は休日施工の場合は、局と協議の上、

休日を数えないで確認希望日の５日前（ＦＡＸを用

いて送信する場合は当該期日の１６時まで） 

③e-KAWASAKIを用いて開庁時間外での申請を行った

場合は、翌開庁日の確認になるため、予め余裕をも

って、申請をすること。 

e-KAWASAKI での申請について

も、FAX同様に提出期限を設ける

ことにより、局職員が確認希望

日の期日前に確認を行うことが

できるため、文言を修正しまし

た。 

2 2.3.5.1 3) 2-17 ②完成検査の日時は、検査希望日、水道の使用状況等

を考慮に入れ、指定工事業者と協議し局が定めるもの

とする。〔検査要領第 5条第 3項〕 

(e-KAWASAKI を用いて送信する場合は当該期日の１

６時まで） 

③e-KAWASAKI により完成を届出する場合、所管する

サービスセンターへ電話連絡を行い、完成検査の日時

を調整する。 

 

②完成検査の日時は、検査希望日、水道の使用状況

等を考慮に入れ、指定工事業者と協議し局が定める

ものとする。〔検査要領第 5条第 3項〕 

③e-KAWASAKI による完成の届出後に、所管するサー

ビスセンターへ電話連絡を行い、日時を調整する必

要がある。 

 

e-KAWASAKI での申請について

も、FAX同様に提出期限を設ける

ことにより、局職員が検査希望

日の期日前に確認を行うことが

できるため、文言を修正しまし

た。 

2 2.3.5.1 表 2-11 2-17 5*給水装置工事完成届までに、施工写真を提出する

ことができる。 

5*局の判断により事前提出等ができる場合がある。 給水装置工事完成検査等実施要

領の文言に合わせました。 

2 2.3.6.3  2-19 ④工事の取消しは、e-KAWASAKI で申請ができる。な

お、e-KAWASAKI の申請後に審査検査手数料の還付が

あった場合は、窓口で手続きを行う。 

④工事の取消しは、e-KAWASAKI で申請ができる。 工事取消後に窓口での手続きが

必要なため、文言を追記しまし

た。 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

3 3.1.3.1 1) 3-2 配水管の最小動水圧が 0.20MPa 以上（専用住宅※に

ついては 0.15MPa 以上）で、かつ、必要とする水量を

確保できる地域であること。 

※専用住宅とは、居住を目的とする建物（共同住宅・

店舗・事務所等を除く）。 

配水管の最小動水圧が 0.20MPa 以上（専用住宅に

ついては 0.15MPa 以上）で、かつ、必要とする水量

を確保できる地域であること。 

 

専用住宅の説明文を追記しまし

た。 

3 3.1.6  3-8 

3-9 

別紙２・３参照 別紙２・３参照 「第２増圧設備以降の増圧設備

に設置する逆流防止装置は、減

圧式逆流防止器以外の単式逆止

弁等でもよいものとする。」と

施行指針に記載しており、単式

逆止弁のみではないため、文言

の修正を行いました。 

3 3.5.1  3-33 ①第１バルブまでの配管は、指定器材を使用するこ

と。〔条例規程第 13条第 2項〕 

②給水管 25mm～50 ㎜を取出す場合は、水道用(波状)

ステンレス鋼管（SUS304・316）を使用すること。給

水管 75 ㎜以上はＧＸ形ダクタイル鋳鉄管、ＮＳ形ダ

クタイル鋳鉄管を使用すること。 

③給水管は、道路から宅地内へ同じ深さで布設し、同

一口径で立ち上げて第１バルブを設置すること。 

④道路内に配管する場合、横断は直角、縦断は官民境

界に平行に布設すること。なお、占用位置は道路管理

者の指示によること。 

①第１バルブまでの配管は、指定器材を使用するこ

と。〔条例規程第 13条第 2項〕 

②給水管 25mm～50㎜を取出す場合は、水道用(波状)

ステンレス鋼管（SUS304・316）を使用すること。給

水管 75㎜以上はＧＸ形ダクタイル鋳鉄管、ＮＳ形ダ

クタイル鋳鉄管を使用すること。 

③水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管（PD）及

び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VD）は、猶

予期間として、令和５年度末まで使用ができる。 

④給水管は、道路から宅地内へ同じ深さで布設し、

同一口径で立ち上げて第１バルブを設置すること。 

指定範囲（配水管の取付口から

第一止水栓まで）における給水

装置工事の 50mm 以下の給水管

種について、令和 5年度は猶予

期間として設けていましたが、

令和 6年度からは、ポリエチレ

ン粉体ライニング鋼管（PD）及

び硬質塩化ビニルライニング鋼

管（VD）を廃止し、指定管種を

ステンレス鋼管（SUS）のみに

変更となることから、文言の削 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

    ⑤給水管は、下水、汚水槽等から遠ざけて配管するこ

と。 

 

⑤道路内に配管する場合、横断は直角、縦断は官民

境界に平行に布設すること。なお、占用位置は道路

管理者の指示によること。 

⑥給水管は、下水、汚水槽等から遠ざけて配管する

こと。 

⑦配水管から防食処理鋼管（PD 又は VD 口径 25mm

～50㎜）で取出す場合は、分岐後に分水用自在継手

を使用し、Ｓ字に曲げ配管すること（図 3-16 参照）。

なお、波状部が均等になるよう滑らかに曲げ、曲げ

角度は 90度以内とすること。 

⑧配水管から防食処理鋼管（PD 又は VD 口径 25mm

～50㎜）で配管する場合は、分岐から宅内の止水栓

等までの継手部に管端防食継手、管端防食コア等を

使用すること。なお、管端防食コア等の装着は確実

に行い、管端の鋼管部が接水しないようにすること。 

※⑦、⑧について、PD及び VDは、猶予期間として、

令和５年度末まで使用ができる。 

 

除を行いました。 

3 3.5.1 図 3-16 3-33  

 

 

 

 ポリエチレン粉体ライニング鋼

管（PD）及び硬質塩化ビニルラ

イニング鋼管（VD）の廃止に伴

い、配水管からの取出し図を削

除しました。 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

3 3.6.5.4  3-40 ステンレス鋼鋼管（SUS304）を地中埋設配管に使

用する場合は、適切な防食処理を施すこと。 

ステンレス鋼鋼管（SUS304）、ポリエチレン粉体

ライニング鋼管又は硬質塩化ビニルライニング鋼管

を地中埋設配管に使用する場合は、適切な防食処理

を施すこと。また、ライニング鋼管においては、地

中埋設、露出配管を問わず、管端防食継手、管端防

食コア等を使用すること。なお、管端防食コア等の

装着は確実に行い、管端の鋼管部が接水しないよう

にすること。 

ポリエチレン粉体ライニング鋼

管（PD）及び硬質塩化ビニルラ

イニング鋼管（VD）の廃止に伴

い、文言を削除しました。 

 

 

 

 

3 3.6.5.6  3-41 ③給水管は他の埋設物（埋設管構造物の基礎等）より

30㎝以上の間隔を確保し、配管するのが望ましいが、

やむを得ず間隔が取れず近接して配管する場合には、

当該埋設物管理者と協議を行うなど、給水管に損傷防

止等の措置を図ること。 

 

③給水管は他の埋設物（埋設管構造物の基礎等）よ

り 30㎝以上の間隔を確保し、配管するのが望ましい

が、やむを得ず間隔が取れず近接して配管する場合

には、給水管に発砲スチロール、ポリエチレンフォ

ーム等を施し、損傷防止を図ること。 

他の埋設管から 30cm の間隔が

確保できない場合は、埋設物管

理者との協議を行うなどして、

互いに損傷しない措置を講じる

必要があることから、文言の修

正を行いました。 

3 3.7 表 3-23 3-42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 文言の修正を行いました。 



 令和６年４月  給水装置設計施行指針 新旧対照表  

8 
 

章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

3 3.8.5.1 5) 3-55 口径 25 ㎜以下のメーターを埋設しないで設置する

場合は、原則として、メーターユニットを使用しなけ

ればならない。口径 40mm 以下のメーターに使用する

メーターユニットは、局が予め承認をしたものから選

定すること。〔メーター要領第 19条第 1項、第 2項〕 

※ 埋設型複数用メーターボックスはメーターユニ

ット扱いとする。 

※ メーター用指定器材承認品リストは、サービスセ

ンター窓口で閲覧できるほか、局のウェブサイトに掲

載する。 

 

口径 25 ㎜以下のメーターを埋設しないで設置す

る場合は、原則として、メーターユニットを使用し

なければならない。口径 40mm 以下のメーターに使用

するメーターユニットは、局が予め承認をしたもの

から選定すること。〔メーター要領第 19 条第 1 項、

第 2項〕 

※ メーター用指定器材承認品リストは、サービス

センター窓口で閲覧できるほか、局のウェブサイト

に掲載する。 

 

埋設型複数用メーターユニット

との取り扱いの記載がなかった

ため、文言を追記しました。 

3 3.13.1  3-67 更生工事等（クリーニング工事及び更生工事をい

う。）は、本来であれば配管を取り替えることが望ま

しい状況下において、住宅事情等によりそれにより

難い場合に暫定的に給水装置の延命を図る工事であ

る。その施行に伴う事故等については局で責任を負

えないものであることを理解した上で施行しなけれ

ばならない。 

更生工事等（クリーニング工事及び更生工事をい

う。）は、本来であれば新たに配管をし直すことが

望ましい状況下において、住宅事情等によりそれに

より難い場合に暫定的に給水装置の延命を図る工事

である。その施行に伴う事故等については局で責任

を負えないものであることを理解した上で施行しな

ければならない。 

文言の修正を行いました。 

4 4.2.5 表 4-3 4-3 ※メーターユニットの図示記号は、メーター止水栓

と逆流防止器を含みます。また、地上に設置した場

合にも使用します。 

※地上でメーターユニットを設置したもの 

※止水栓、逆流防止器含む 

 

文言の整理を行いました。 
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章 節 番号 P.№ 改正 現行 改正趣旨 

4 4.3.2.4 図 4-6 4-10  

 

 

 

 

 

 

 耐震形割 T 字管の文言を作図例

と同じ文言に修正しました。 

4 4.6  4-35 別紙３参照  作図例に耐震形割 T 字管の旗揚

げを記載しました。 

付録 Ⅱ.1.(1)  付-30 別紙４参照  ポリエチレン粉体ライニング鋼

管（PD）及び硬質塩化ビニルラ

イニング鋼管（VD）の廃止に伴

い、配管例 25ｍｍを削除しま

した。 

付録 Ⅱ.1.(2)  付-31 別紙５参照  ポリエチレン粉体ライニング鋼

管（PD）及び硬質塩化ビニルラ

イニング鋼管（VD）の廃止に伴

い、配管例 40・50ｍｍを削除

しました。 

付録 Ⅳ  付-38   「開発行為に含まれる地域の名

称」だと工事名称を記載する誤

りがあるため、文言の修正を行

いました。 
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別紙１（表 2-7） 

新 旧 
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別紙２（図 3-6・図 3-7） 

新 旧 
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別紙３（4-35） 

新 旧 
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別紙４（付-30） 

新 旧 

（削除） １ 取出しから第１バルブまで 

 (1) ２５ｍｍ 
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別紙５（付-31） 

新 旧 

（削除） (2) ４０ｍｍ・５０ｍｍの場合 
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別紙６（付-39） 

新 旧 

  


